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ＪＡＥＡ 東京電力

使
用
後

ＪＡＥＡが第１棟の分析用非密封ＲＩ使用者となる場合の管理

● 第１棟の非密封ＲＩ使用開始

● 実施計画において、ＪＡＥＡが行う活動に関
する保安管理を含め東京電力によるＲＩ施設
の管理責任を担保（責任の所在を明確化）

ＲＩ混在の固体
廃棄物管理の
開始までに

● 分析対象試料（ガレキ等）の搬入

● ＲＩ混在の分析後試料（ガレキ等）の保管
・第１棟で保管するか、ガレキ置場等で保管
するか要確認

てて● 第１棟の非密封ＲＩ使用許可の取得

て
● １Ｆの非密封ＲＩ保管廃棄に必要な許可
（使用変更許可又は廃棄業許可）取得
・１Ｆの密封ＲＩ使用許可取得済

使
用
前

使
用
中

（特定施設である分析第１棟において行われる活動の管理を負う）（分析用ＲＩを主体的に使用する者としての管理を負う）

※最終的な廃棄物の処理時には、東京電力以外の者も含め炉規法の許認可を受けた廃棄事業者が業務を行う。


